
地
方
税
法
施
行

一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

令
の

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

本
則
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
）

改

正

案

現

行

（
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
等
の
限
度
）

（
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
等
の
限
度
）

法
第
七
百
三
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

法
第
七
百
三
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

第
五
十
六
条
の
八
十
八
の
二

第
五
十
六
条
の
八
十
八
の
二

め
る
金
額
は
、
五
十
一
万
円
と
す
る
。

め
る
金
額
は
、
五
十
万
円

と
す
る
。

２

法
第
七
百
三
条
の
四
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
四
万

２

法
第
七
百
三
条
の
四
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
三
万

円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

３

法
第
七
百
三
条
の
四
第
三
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
二
万
円

３

法
第
七
百
三
条
の
四
第
三
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
万
円

と
す
る
。

と
す
る
。

附

則

附

則

（
居
住
用
財
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

（
居
住
用
財
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

略

略

第
四
条

第
四
条

２
～

略

２
～

略

11

11

法
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

法
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

12

12

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



略

略

法
第
四
十
五
条

法
第
四
十
五
条

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

の
二
第
一
項

若
し
く
は
雑

若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
二
第
一
項

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
若
し
く
は
附
則
第
四
条

第
四
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

第
四
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す

の
二
第
一
項
第

か
、

る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の

の
二
第
一
項
第

か
、

る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の

八
号

控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

六
号

控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

法
第
四
十
五
条

法
第
四
十
五
条

又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

の
二
第
三
項

雑
損
失

雑
損
失
の
金
額

の
二
第
三
項

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条
第
四

の
金
額
の
控
除

の
控
除
又
は
附
則
第
四
条
第
四

項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損

項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損

失
の
金
額
の
控
除

失
の
金
額
の
控
除

略

略

～

略

～

略

13

19

13

19

法
附
則
第
四
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

法
附
則
第
四
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

20

20

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

略

略

法
第
三
百
十
七

法
第
三
百
十
七

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
雑

若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

条
の
二
第
一
項

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
若
し
く
は
附
則
第
四
条



第
十
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

第
十
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
第
十
項
に
規
定
す

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
第
十
項
に
規
定
す

条
の
二
第
一
項

か
、

る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の

条
の
二
第
一
項

か
、

る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
の

第
八
号

控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

第
六
号

控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

法
第
三
百
十
七

法
第
三
百
十
七

又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

条
の
二
第
三
項

雑
損
失

雑
損
失
の
金
額

条
の
二
第
三
項

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条
第
十

の
金
額
の
控
除

の
控
除
又
は
附
則
第
四
条
第
十

項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損

項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損

失
の
金
額
の
控
除

失
の
金
額
の
控
除

略

略

（
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

（
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

略

略

第
四
条
の
二

第
四
条
の
二

２
～

略

２
～

略

10

10

法
附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

法
附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

11

11

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

略

略

法
第
四
十
五
条

法
第
四
十
五
条

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

の
二
第
一
項

若
し
く
は
雑

若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
二
第
一
項

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
若
し
く
は
附
則
第
四
条

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
通
算

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
通
算



後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除

後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
に
規

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
に
規

の
二
第
一
項
第

か
、

定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金

の
二
第
一
項
第

か
、

定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金

八
号

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

六
号

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

他

他

法
第
四
十
五
条

法
第
四
十
五
条

又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

の
二
第
三
項

雑
損
失

雑
損
失
の
金
額

の
二
第
三
項

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条
の
二

の
金
額
の
控
除

の
控
除
又
は
附
則
第
四
条
の
二

第
四
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

第
四
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

略

略

～

略

～

略

12

18

12

18

法
附
則
第
四
条
の
二
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

法
附
則
第
四
条
第
十
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

19

19

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

略

略

法
第
三
百
十
七

法
第
三
百
十
七

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
雑

若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

条
の
二
第
一
項

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
若
し
く
は
附
則
第
四
条

の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
通
算

の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
通
算

後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除

後
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
の
二
第
十
項
に
規

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
四
条
の
二
第
十
項
に
規

条
の
二
第
一
項

か
、

定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金

条
の
二
第
一
項

か
、

定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金



第
八
号

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

第
六
号

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

他

他

法
第
三
百
十
七

法
第
三
百
十
七

又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

条
の
二
第
三
項

雑
損
失

雑
損
失
の
金
額

条
の
二
第
三
項

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
四
条
の
二

の
金
額
の
控
除

の
控
除
又
は
附
則
第
四
条
の
二

第
十
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

第
十
項
に
規
定
す
る
通
算
後
譲

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

渡
損
失
の
金
額
の
控
除

略

略

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

略

略

第
十
八
条
の
五

第
十
八
条
の
五

２
～

略

２
～

略

11

11

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
五
項
又
は
第

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
五
項
又
は
第

12

12

八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

略

略

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第

の
二
第
一
項
第

か
、

五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

の
二
第
一
項
第

か
、

五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

八
号

に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控

七
号

に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控

除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

略

略

～

略

～

略

13

25

13

25



第
二
十
一
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

第
二
十
一
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

26

26

の
六
第
十
五
項
又
は
第
十
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

の
六
第
十
五
項
又
は
第
十
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

略

略

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第

条
の
二
第
一
項

か
、

十
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式

条
の
二
第
一
項

か
、

十
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式

第
八
号

等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の

第
七
号

等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の

控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

略

略

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
及
び
譲
渡
所

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
及
び
譲
渡
所

得
等
の
課
税
の
特
例
）

得
等
の
課
税
の
特
例
）

略

略

第
十
八
条
の
六

第
十
八
条
の
六

２
～

略

２
～

略

15

15

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
六
項

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
六
項

16

16

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

略

略

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項

の
二
第
一
項
第

か
、

に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係
る

の
二
第
一
項
第

か
、

に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係
る

八
号

譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除
に
関

七
号

譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除
に
関



す
る
事
項
そ
の
他

す
る
事
項
そ
の
他

略

略

～

略

～

略

17

32

17

32

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
一
項
又
は
第
十

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
一
項
又
は
第
十

33

33

四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

略

略

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
一

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
一

条
の
二
第
一
項

か
、

項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係

条
の
二
第
一
項

か
、

項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係

第
八
号

る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除
に

第
七
号

る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除
に

関
す
る
事
項
そ
の
他

関
す
る
事
項
そ
の
他

略

略

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
）

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
）

略

略

第
十
八
条
の
七
の
二

第
十
八
条
の
七
の
二

２
～
７

略

２
～
７

略

８

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
又
は
第

８

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
又
は
第

四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

略

略

法
第
四
十
五
条

法
第
四
十
五
条

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純



の
二
第
一
項

若
し
く
は
雑

若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
二
第
一
項

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
三
十

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
若
し
く
は
附
則
第
三
十

五
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定

五
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済

す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済

に
係
る
損
失
の
金
額
の
控
除

に
係
る
損
失
の
金
額
の
控
除

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第

法
第
四
十
五
条

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第

の
二
第
一
項
第

か
、

一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の

の
二
第
一
項
第

か
、

一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の

八
号

差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金

六
号

差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

他

他

法
第
四
十
五
条

法
第
四
十
五
条

又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

の
二
第
三
項

雑
損
失
の

雑
損
失
の
金
額

の
二
第
三
項

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
三
十
五
条

の
金
額
の
控
除

の
控
除
又
は
附
則
第
三
十
五
条

の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係

先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係

る
損
失
の
金
額
の
控
除

る
損
失
の
金
額
の
控
除

略

略

９
～

略

９
～

略

16

16

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
又
は
第

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
又
は
第

17

17

十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

略

略



法
第
三
百
十
七

法
第
三
百
十
七

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
雑

若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

条
の
二
第
一
項

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
三
十

損
失
の
金
額
の
控
除

の
控
除
若
し
く
は
附
則
第
三
十

五
条
の
四
の
二
第
七
項
に
規
定

五
条
の
四
の
二
第
七
項
に
規
定

す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済

す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済

に
係
る
損
失
の
金
額
の
控
除

に
係
る
損
失
の
金
額
の
控
除

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第

法
第
三
百
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第

条
の
二
第
一
項

か
、

七
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の

条
の
二
第
一
項

か
、

七
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の

第
八
号

差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金

第
六
号

差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

他

他

法
第
三
百
十
七

法
第
三
百
十
七

又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

条
の
二
第
三
項

雑
損
失

雑
損
失
の
金
額

条
の
二
第
三
項

る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
金
額
の
控
除

の
控
除
、

附
則
第
三
十
五
条

の
金
額
の
控
除

の
控
除
又
は
附
則
第
三
十
五
条

の
四
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る

の
四
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係

先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係

る
損
失
の
金
額
の
控
除

る
損
失
の
金
額
の
控
除

略

略



）

附
則
第
三
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

第
一
条

第
一
条

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
第
七
条
第
七
号
及
び
第
七
条
の
十
五
の
九
の
改
正

四

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
第
七
条
第
七
号
及
び
第
七
条
の
十
五
の
九
の
改
正

規
定
、
同
条
を
同
令
第
七
条
の
十
五
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の

規
定
、
同
条
を
同
令
第
七
条
の
十
五
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の

十
五
の
七
及
び
第
七
条
の
十
五
の
八
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の

十
五
の
七
及
び
第
七
条
の
十
五
の
八
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の

六
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
七
条
の
十
五
の
十
二
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条

六
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
七
条
の
十
五
の
十
二
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
五
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
五
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第

七
条
の
十
五
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
四
を
削
る
改
正

七
条
の
十
五
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
四
を
削
る
改
正

規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
三
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
七
条
の
十
五
の

規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
三
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
七
条
の
十
五
の

十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第

十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第

七
条
の
十
五
の
九
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
改
正
規
定
、
同
条

七
条
の
十
五
の
九
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
五
の
改
正
規
定
、
同
条

を
同
令
第
七
条
の
十
五
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

を
同
令
第
七
条
の
十
五
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
七
条
の
十
四
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
二
十
条

令
第
七
条
の
十
四
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
二
十
条

の
二
の
四
第
一
項
第
二
号

の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則

の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
八
条
の
七
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則

第
十
八
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

第
十
八
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日



五

略

五

略

（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

平
成
二
十
三
年
度
分
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税

第
三
条
の
二

に
限
り
、
新
令
第
四
十
八
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
一
項

同
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
政

同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令

令
で
定
め
る
新
生
命
保
険
契
約

で
定
め
る
保
険
料
又
は
掛
金
に

等
に
係
る
保
険
料
又
は
掛
金
に

つ
い
て

つ
い
て
、
第
七
条
の
十
五
の
二

の
規
定
は
同
号
イ
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
旧
生
命
保
険
契

約
等
に
係
る
保
険
料
又
は
掛
金

に
つ
い
て
、
第
七
条
の
十
五
の

三
第
一
項
の
規
定
は
同
号
イ



に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規

定
は
同
号
ロ

に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
同
条



第
三
項
の
規
定
は
同
号
ハ



に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に

つ
い
て

同
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定

同
号
ニ
に
規
定
す
る
事
由
の
範

め
る
事
由
に
つ
い
て
、
第
七
条

囲

の
十
五
の
五
の
規
定
は
同
号
ロ

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も

の第
七
条
の
十
五
の
六
の
規
定
は

第
七
条
の
十
五
の
七
の
規
定
は

法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項

同
項
第
五
号
の
三

第
五
号
の
三

第
七
条
の
十
五
中
「
法
第
三
十

第
七
条
の
十
五
及
び
第
七
条
の

四
条
第
八
項
第
一
号
イ
」
と
あ

十
五
の
四
中
「
法
第
三
十
四
条

る
の
は
「
法
第
三
百
十
四
条
の

第
一
項
第
五
号
ニ
」
と
あ
る
の

二
第
八
項
第
一
号
イ
」
と
、
「

は
「
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第

法
第
三
十
四
条
第
八
項
第
一
号

一
項
第
五
号
ニ
」
と
、
第
七
条

ハ
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百

の
十
五
の
七

十
四
条
の
二
第
八
項
第
一
号
ハ

」
と
、
第
七
条
の
十
五
の
二
中

「
法
第
三
十
四
条
第
八
項
第
二

号
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三

百
十
四
条
の
二
第
八
項
第
二
号



ニ
」
と
、
第
七
条
の
十
五
の
四

中
「
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第

五
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五

号
ロ
」
と
、
「
法
第
三
十
四
条

第
八
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八

項
第
三
号
」
と
、
第
七
条
の
十

五
の
五
中
「
法
第
三
十
四
条
第

八
項
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八

項
第
一
号
イ
」
と
、
「
法
第
三

十
四
条
第
八
項
第
一
号
ハ
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
四
条

の
二
第
八
項
第
一
号
ハ
」
と
、

第
七
条
の
十
五
の
六

第
二
項

第
七
条
の
十
四
の
三
に
規
定
す

第
七
条
の
十
四
の
三
に
規
定
す

る
共
済
制
度
と
し
、
同
項
第
六

る
共
済
制
度
と
し
、
同
項
第
五

号

号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
生
命
保
険
契
約
は
第
七
条
の

十
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

生
命
保
険
契
約
と
し
、
同
号
ハ

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
生



命
共
済
に
係
る
契
約
は
第
七
条

の
十
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
生
命
共
済
に
係
る
契
約
と
し

、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
保
険
契
約
は
第
七
条
の

十
五
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

保
険
契
約
と
し
、
同
号
ハ
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
生
命
共

済
に
係
る
契
約
に
類
す
る
共
済

に
係
る
契
約
は
第
七
条
の
十
五

の
三
に
規
定
す
る
契
約
と
し
、

同
号
ホ
に
規
定
す
る
退
職
年
金

に
類
す
る
契
約
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
第
七
条
の
十
五
の
五

に
規
定
す
る
契
約
と
し
、
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五

号
の
二
に
規
定
す
る
年
金
を
給

付
す
る
定
め
の
あ
る
契
約
で
政

令
で
定
め
る
も
の
は
第
七
条
の

十
五
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

契
約
と
し
、
同
号
ハ
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
第
七

条
の
十
五
の
六
第
二
項
に
規
定



す
る
要
件
と
し
、
法
第
三
百
十

四
条
の
二
第
一
項
第
六
号

第
七
条
の
十
五
の
七

第
七
条
の
十
五
の
八

第
三
項

第
七
条
の
十
五
の
九
第
四
項
の

法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八
項

規
定
は
法
第
三
百
十
四
条
の
二

第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る

め
る
共
済
に
係
る
契
約
は
、
第

政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

七
条
の
十
五
の
九
に
規
定
す
る

、
第
七
条
の
十
五
の
十
二
の
規

契
約
と
す
る

定
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る

年
金
を
給
付
す
る
定
め
の
あ
る

契
約
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に

つ
い
て
、
第
七
条
の
十
五
の
十

三
の
規
定
は
同
号
ハ
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
要
件
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
七
条
の
十
五
の
十
二

中
「
法
第
三
十
四
条
第
八
項
第

一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
八
項
第
一

号
イ
」
と
、
「
法
第
三
十
四
条

第
八
項
第
一
号
ロ
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第

八
項
第
一
号
ロ
」
と
、
「
法
第



三
十
四
条
第
八
項
第
一
号
ハ
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
四

条
の
二
第
八
項
第
一
号
ハ
」
と

、
「
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第

五
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五

号
ハ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る


